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■ 説明のために出席した職員 

教育委員会  教育部長          佐 藤 博 之  

教育部次長         小 島 洋 志 
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1  開会 

 

2 議事 

（１）愛西市立小中学校適正規模等並びに老朽化対策について 

（２）その他 

 

3  閉会 
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１．開会 

只今から、令和５年度第３回臨時教育委員会を始めさせていただきま

す。会議次第に従いまして、進めさせていただきます。次第の２.議事

に移らせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中ご出席いただき、ありがとう

ございます。今回も重要な内容となっております。よろしくお願いいた

します。それでは、議事の進行を進めさせていただきたいと思います。 

では、（１）愛西市立小中学校適正規模等並びに老朽化対策について、事

務局より説明をよろしくお願いいたします。 

 

令和５年１０月１２日臨時教育委員会を開催し、愛西市立小中学校適正

規模等並びに老朽化対策に関する意向調査の実施の有無から、調査対象

者、調査項目、調査時期についてご協議をお願いし、協議結果に基づき

まして、実施期間を令和５年１１月１２日までとする意向調査を実施さ

せていただきました。なお、調査票につきましては、広報あいさい１１

月号と同時に総代等へ配布されましたのは、１０月２０日になります。

回答用紙の回収は回答用封筒を活用した返送により行いました。資料１

をご覧いただけますでしょうか。資料の内容を抜粋してご説明をさせて

いただきます。資料１については、立田地区の意向調査の結果になりま

す。調査対象２,２０９世帯のうち、７２０世帯から回答をいただき、回

収率は３２．６％でした。立田地区の検討協議会が令和５年３月３日か

ら令和５年３月１０日までに実施した保護者アンケートの回収率は３８

９世帯中３２６世帯の回答で、回収率は８３．８％です。やはり学校を

通じてアンケートを実施した場合の回収率と、郵送等による回収率につ

いてはこれほどの差が出ているという状況になっております。ただ、臨

時教育委員会でも申し上げましたが、やはりこのようなアンケートの手

法ですと、どうしても回収率が低いという結果が出る傾向にあります。

ちなみに愛西市の最上位計画になります、第２次総合計画において、令

和３年７月１５日から令和３年７月３０日までに実施したアンケート結

果の回収率は４３．０％です。同じく当時、中学校２年生を対象として、

アンケートを実施した場合の回収率は９０．３％です。どうしても、郵

送等による回収率は低いという傾向が顕著に出ております。では、内容

に戻ります。２ページをご覧ください。問１の回答年齢をご覧いただく

と、１９歳以下から８０歳以上まで、幅広い層からご回答をいただきま

した。問２になります。お子さまがいる世帯をご覧いただくと、いる世
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帯の回答を１８２世帯からいただきました。立田地区検討協議会の世帯

数として見た場合には、４６．７％の回収率という数字になります。問

４をご覧いただけますでしょうか。お住まいの学区をご覧いただくと、

立田南部小学校区と立田北部小学校区の回答が各々３５４世帯、同数に

なりました。６ページをご覧いただけますでしょうか。問７の学校規模

適正化の必要性や課題についての考えをご覧いただきますと、「よく理解

している」が１４％、「おおむね理解している」が４０％、「どちらとも

言えない」が３０％。「あまり理解できない」が１２％、「全く理解でき

ない」が４％という結果になっております。こちらについては、立田地

区検討協議会の数字と比較しますと、かなり幅広い世代からの回答をい

ただいたということで、「どちらとも言えない」という数字は、立田検討

協議会で実施したこととそれほど変わらない傾向になっております。７

ページをご覧いただけますでしょうか。問８の過小規模中学校、小規模

中学校に対する適正化についての考えをご覧いただきますと、「よく理解

できるし賛成である」が１０％、「課題はあるがおおむね賛成である」が

３５％、「今の段階では判断できない」が２８％、「理解できるが反対で

ある」が１６％、「課題が多いため反対である」が１０％ということで、

「課題はあるがおおむね賛成である」という賛成を合わせますと賛成は

４５％、反対は合わせて２６％となっております。次に問９については、

施策案として市民の皆さんの方にお知らせをしてきた内容になります

が、現在の佐屋中学校の場所に、現在の立田中学校区と佐屋中学校区の

全部を一つの学区とする新たな中学校を配置する、ただし現在の立田中

学校区在住の生徒で、現在の佐織西中学校まで距離・時間が新たな中学

校に比べて短く、現在の佐織西中学校への進学を希望する場合は、現在

の佐織西中学校へ進学できる制度を検討するに対する考えをご覧いただ

きますと、「理解できるし賛成である」が１０％、「課題はあるがおおむ

ね賛成である」が３１％、「今の段階では判断できない」が２５％、「理

解できるが反対である」が１８％、「課題が多いため反対である」が１

６％、「おおむね賛成である」を含める賛成の数字につきましては合わせ

て４１％、反対という数字を合わせると３４％ということで、おおむね

を含めて賛成であるという回答率が高い結果になっております。１０ペ

ージをご覧いただけますでしょうか。問１１になります。施策案として

市民の皆様方にお話をしてきた内容になります。現在の立田中学校の場

所に、現在の立田南部小学校区と立田北部小学校区の全部を一つの学区

とする新たな小学校を配置する、ただし、立田北部小学校区の一部は草

平小学校へ進学できる制度を検討するに対する考えをご覧いただきます

と、「理解できるし賛成である」が２３％、「課題があるがおおむね賛成
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である」が３７％、「今の段階では判断できない」が２１％、「理解でき

るが反対である」が１０％、「課題が多いため反対である」が１０％、「お

おむね賛成である」を含める賛成の回答率は合わせて６０％、反対の回

答率は合わせて２０％という数字になっております。なおそれぞれ設問

ごとにご意見をいただく形をとりましたので、いただいた内容について

は全てこちらに明記をさせていただいております。では資料２をご覧い

ただけますでしょうか。２ページをご覧ください。こちらも抜粋してご

説明させていただきますので、ご理解ください。こちらは八開地区意向

調査の結果になりますけれども、調査対象１,２９８世帯のうち、５４５

世帯から回答をいただき、回収率は４２．０％でした。八開地区検討協

議会で令和５年１月７日から令和５年１月２３日までに実施した保護者

アンケートの回収率は、２４０世帯中２０７世帯の回答で、８６.２％に

なります。問１をご覧いただけますでしょうか。回答年齢をご覧いただ

きますと、１９歳以下から８０歳以上まで幅広い層から回答をいただき

ました。問２をご覧ください。お子さまがいる世帯をご覧いただくと、

お子さまがいる世帯の回答は１２３世帯で、八開地区検討協議会当時の

世帯数、アンケートの回答をお願いした世帯数の割合から見た場合には、

５１．３％の方に回答していただいたという結果になりました。問４を

ご覧ください。お住まいの学区をご覧いただくと、八輪小学校区２７２

世帯、開治小学校区２６５世帯となりました。立田地区同様、それぞれ

の小学校、ほぼ同数の数字であると認識しております。７ページをご覧

いただけますでしょうか。問７の学校規模適正化の必要性や課題につい

ての考えをご覧いただきますと、「よく理解している」が１１％、「おお

むね理解している」が３８％、「どちらとも言えない」が３５％、「あま

り理解できない」が１２％、「全く理解できない」が５％、「おおむね理

解している」という回答率を合わせますと、理解しているが４９％、「あ

まり理解できない」の回答率を合わせますと、理解できないが１７％に

なっております。同じく７ページ問８をご覧ください。過小規模、小規

模中学校に対する適正化についての考えにつきましては、「よく理解でき

るし賛成である」が７％、「課題はあるがおおむね賛成である」が２８％、

「今の段階では判断できない」が２９％、「理解できるが反対である」が

２１％、「課題が多いので反対である」が１４％、こちらについてはおお

むね賛成も含めて反対とほぼ同数の数字になっております。こちらにつ

いては、八開地区検討協議会が実施したアンケート結果によりますと、

「よく理解できるし賛成である」が２１．７％、「課題はあるがおおむね

賛成である」が１３％、「理解できるが反対である」が２５．６％、「課

題が多いため反対である」が１１．６％、おおむねを含め賛成の回答率
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が３４．７％、反対の回答率は合わせて３７．２％、以前の調査結果に

おいては反対の回答率が賛成を上回っておりました。今のこの段階にお

きまして、この問いに関しては同数の数字になったという結果が出てお

ります。８ページをご覧いただけますでしょうか。現在の佐織西中学校

の場所に、現在の八開中学校と佐織西中学校区の全部を一つの学区とす

る新たな中学校を配置するに対する考えをご覧いただきますと、「理解で

きるし賛成である」１１％、「課題はあるがおおむね賛成である」３１％、

「今の段階では判断できない」が２５％、「理解できるが反対である」が

１９％、「課題が多いため反対である」１４％、おおむねも含めて賛成の

回答率は４２％、反対の回答率はあわせて３３％です。こちらについて

は、先ほどの問８をご覧いただきますと、おおむねも含めて賛成と反対

の数字は同数でありましたけれども、個別の施策に対する賛成と反対の

回答が、同数ではなく、おおむねも含めて賛成が、反対を上回ったとい

う結果になっております。こちらの資料について、詳細な分析は、まだ

作業を進めている段階です。これまでの座談会についても、保護者のみ

を対象とするのではなく、地域住民を対象に実施しております。その点

を踏まえまして、意向調査につきましても、保護者のみを対象とするの

ではなく、教育委員会の皆様方のご協議に基づきまして、地域住民の方

を対象に実施をさせていただいた経緯がございます。その点を踏まえま

して資料３をご覧いただけますか。意向調査の結果については、保護者

説明会や地区説明会、座談会などでいただいたご意見とあわせて、基本

計画の基礎資料として活用すると申し上げてまいりました。教育委員会

では、第Ⅰ期愛西市立小中学校適正規模等並びに老朽化対策基本計画に

おいて、施策の２、Ａ中学校（仮称）を現在の佐屋中学校の場所に配置、

に関する具体的な内容については、設問にあった通り、現在の佐屋中学

校の場所に、現在の立田中学校区と佐屋中学校区の全部を１つの学区と

する新たな中学校を配置する、ただし、現在の立田中学校区在住の生徒

で、現在の佐織西中学校までの距離・時間が、新たな中学校に比べて短

く、現在の佐織西中学校への進学を希望する場合は、現在の佐織西中学

校へ進学できる制度を検討する、という施策案です。施策の３、Ｂ中学

校（仮称）を現在の佐織西中学校の場所に配置、に関する具体的な内容

については、現在の佐織西中学校の場所に、現在の八開中学校区と佐織

西中学校区の全部を１つの学区とする新たな中学校を配置する、という

施策案です。最後になりますが、施策の４、Ｃ小学校（仮称）を現在の

立田中学校の場所に配置、に関する具体的な内容については、現在の立

田中学校の場所に、現在の立田南部小学校区と立田北部小学校区の全部

を１つの学区とする新たな小学校を配置する、ただし、立田北部小学校
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区の一部は草平小学校へ進学できる制度を検討するという施策案です。

以上の施策を盛り込みたい旨を地域の皆様方に周知をしてまいりまし

た。この度の意向調査の結果において、おおむねも含めて、賛成が反対

を上回っておりますことから、地域の皆様方には、この施策案がおおむ

ねご理解いただいていると言えるのではないかと考えております。なお

施策１、佐屋小学校の老朽化対策につきまして、１０月６日開催の定例

教育委員会で問題視されました佐屋小学校南館１階での雨水による浸水

は、愛西市立小中学校施設老朽化対策検討委員会から、最も深刻な老朽

化の状態であり、改築計画の策定を早急に実施する必要があると示され

ている中で起きました。早期に佐屋小学校の老朽化対策を進めるために、

この件について考えなければならないと思うところでございます。また

学校施設の老朽化対策、こちらについてはこれまで地域住民の皆様方に

も広くは周知してまいりませんでしたけれども、令和４年３月に提出さ

れました愛西市立小中学校施設老朽化対策検討委員会からの提言書で最

も深刻な老朽化の状態が示されたのが、佐屋小学校をはじめ佐屋中学校、

立田南部小学校、立田北部小学校、立田中学校の５校でした。現在策定

を進めております、第Ⅰ期愛西市立小中学校適正規模等並びに老朽化対

策基本計画における施策で取り組む学校施設となります。老朽化対策検

討委員会による他の小・中学校の校舎に対する評価は、施設、設備面、

機能面とともに、老朽化している校舎が多いという評価となっておりま

す。第Ⅰ期愛西市立小中学校適正規模等並びに老朽化対策基本計画策定

後において、基本計画の施策に盛り込まない小・中学校につきましても、

愛西市小中学校施設老朽化対策検討委員会からの提言書に基づきまし

て、相対的かつ計画的に健全度調査や修繕等に取り組む必要があると考

えているところでございますので、新たに施策として皆様方に盛り込む

ことをご提案させていただいたものでございます。なお、計画期間でご

ざいます。教育委員会の皆様方にお諮りしなければならないと考えてお

ります。従来から計画期間につきましては、令和５年度から令和１２年

度までとするとご説明をさせていただいておりました。昨年度のうちに、

保護者説明会、地域説明会を開催させていただきましたが、地域住民の

皆様方に対する周知等について、かなりご意見がございましたので、今

年度に入ってから広報あいさいや回覧、ホームページで周知を図るとと

もに、座談会や意向調査を行わせていただいたところです。その点を踏

まえますと、基本計画については策定の途上であり、その計画に基づい

て始めて施策を実行することがお認めいただけるという認識を持つとこ

ろによりますと、計画期間については令和６年度から令和１３年度まで

に変更することが必要ではないかということを事務局としては考えます
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ので、その点について一度ご協議をお願いしたいと思います。これで事

務局からの説明を終わります。 

 

それでは意向調査について、回収率に始まり、問７.８.９を中心に詳細に

説明をいただきました。また、調査結果分析に関してはもう少し時間を

いただくという点、それから今回の地域住民対象の意向調査を踏まえて

の基本計画施策の紹介もありました。まず資料１.２.３について、ご質問

ご意見等をいただき、その後、計画期間を令和６年度から１３年度に変

更するという点についてもご意見をいただきたいと思います。 

 

意向調査ご苦労様でした。ありがとうございました。今ご説明いただき

ました意向調査について、立田・八開地区においておおむね賛成である

という回答が多かったというお話でした。１つ危惧しているのは、八開

地区の問８の過小規模、小規模中学校に対する適正化（学校統合など）

についてのあなた考えに一番近いものを１つ選んでください。という設

問に対して、部長から説明がございましたが、おおむねを含めた賛成と

おおむねを含めた反対が同数で３５％であり、以前の地区検討協議会で

のアンケートでは３７％であり、ある程度改善をしてきたというお話で

したが、今後その辺りはこのままで進めていくのか、どういった分析で、

対応していくのか教えていただきたいです。 

 

過小規模校に対する適正化についての考えについては、八開地区検討協

議会で実施されたアンケート結果と比較しても、それほど大きな変化は

ないという認識を持っております。ただ、以前問題視したのは、おおむ

ねも含めて、賛成より反対が上回っているという点と、今の段階で判断

できないという回答率が高かった点であり、何とか改善をしたいという

ことで、今年度様々な取り組みをしてまいりました。ただ、意向調査の

回収率について、想定よりも低い結果となっているという点も、前回の

地区検討協議会のアンケートからの数字の変化が少ないという点に影響

していると考えております。座談会を６２回開催させていただき、座談

会の参加人数についても様々なご意見ありますけれども、時間的にも保

護者の意見を参考に設定をさせていただくと同時に、会場についても、

私どもがそれぞれの地域で開催の形をとりました。その上で立田地区が

６９人の参加者、八開地区からは４９人の参加者であったという点を考

えると、どうしても中々浸透が難しいという思いであります。ただ一方

で、具体的な施策、適正化に対しての考え方と、具体的に考える施策案

への考えの回答を見ますと、明らかに差異が生まれております。要は適
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育部長） 

 

 

 

 

 

 

正化に関する考えについては、賛成と反対が同数だけれども、佐織西中

学校の場所に、現在の八開中学校区と佐織西中学校区の全部を一つの学

区とする新たな中学校を配置する、に対する考えについては、おおむね

も含めて賛成であるが、反対であるということを上回っているという点

を考えると、周知活動等の様々な取り組みが、地域の皆様方にはご理解

していただいている部分があるのかなと考えるところです。 

 

事務局の皆さん、短い期間で意向調査の集計ご苦労様でした。ありがと

うございました。前回の調査とさほど大きく変化はなかったということ

なのですが、広報や座談会等で周知活動を実施してもらっていましたが、

まだまだ不安が解消されず、判断できないという方が多いように思いま

す。今回の意向調査の意見の中でも、具体策はないという意見が多数あ

ったように思います。問１０の「学校規模適正化をすすめる上で、どん

な不安や課題があるとお考えですか」という問いに対する回答として、

通学については、立田地区で８９％、八開地区で８４％、統合後の人間

関係については、立田地区が５４％、八開地区が４９％、校風の違いに

ついては、立田地区で３８％、八開地区が３２％、地域コミュニティと

のつながりについては、立田地区が２７％、八開地区が３５％、防災拠

点施設としての役割については、立田地区が２５％、八開地区が３７％

ということで、５項目について２５％以上の方が不安や課題を抱えられ

ているのかなというふうに感じました。保護者や子どもたちに対しては、

安全な通学路やマイクロバス、統合前の事前交流、不登校等の問題のフ

ォローなどについて、地域住民の方には防災拠点、具体案の説明がもう

少し必要ではないのかなというふうに感じました。また、少子化が進む

中で、０歳児から３歳児の出生率が少ないという状況もありますし、教

員不足、教員の過重労働の現状も周知していただく必要があるのかなと

いうふうに感じました。校舎の老朽化の問題もありますので、非常に難

しく大変だとは思いますが、子どもたちのことを第一に考えていただけ

ると良いのかなというふうに感じました。 

 

出生率については、愛西市まちひとしごと創生総合戦略で、地方創生の

中で出生率を高めるための取り組みについては、経営企画課が主に所管

をしておりまして、それぞれの課が様々な取り組み、施策を持ち寄るこ

とで出生率を高める取り組みをしているところでございます。教育委員

会独自の取り組みでは、出生率の解消は難しいということについてはご

理解を頂戴したいと思います。また、まち作り、地域コミュニティの問

題につきましても、学校の適正化については文部科学省から、小中学校、
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育部長） 

 

 

 

 

防災、保育、地域の交流の場など様々な機能を併せ持つことに留意し、

学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や将来の受益者である

就学前の子どもの保護者の声を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協

力を得るなど、地域とともにある学校作りの視点を踏まえるという点も

周知されておりますので、この度の意向調査では、保護者のみではなく

地域住民を対象にアンケートを実施しました。その中で課題として取り

上げられておりますのは、地域コミュニティ、防災の他に、通学路、通

学の安全、特に小学校に関しては通学バスの運用等が、まだ明示できる

ものではありません。施策の内容の周知を図ることが優先であるという

観点から、現在進めさせていただいております。今回お話しさせていた

だいた施策案を、基本計画に盛り込むことを教育委員会にご了解いただ

いた後に、今後地域の皆様方に対して、通学の安全の確保、また通学バ

スの利用等につきまして、早急に市長部局と協議をし、取り組みを進め

ていきたいと考えるところです。よろしくお願いします。 

 

今回の意向調査ご苦労様でした。皆様のご意見を読ませていただきまし

た。自身のご意見を書いていただき、意向調査を返送された地域の皆様

にも感謝をし、お礼を申し上げたいと思います。毎月配布される回覧や、

何回も行っていただいた座談会の効果があったと思う数値が出てきて、

成果が見えたと思いました。意向調査の選択肢の３番目が、今の段階で

は判断できないというものだったと思います。回答年齢をご覧いただき

ますと、おおむね子育てを終えている世代の方のご意見が多かったと思

います。その中のご意見で、お子さんを持つ年代の方のご意見を聞いて

くださいという意見も散見できたので、額面通り判断できないという意

見ではないのかもしれない、「判断できない」を選ばれた方のご意見の重

要性もあるのではないかと思います。賛成の数字が上がってきたという

ところがありますので、全部の世代からのご意見の結果であるという点

を踏まえた上で、具体的施策について進めていただきたいです。総論は

大丈夫だけれども、各論に関して、通学上の安全、スクールバス等につ

いて、市長部局の方と合同で内容を詰めていただく時が来たのかなと思

いますので、その点を期待しております。 

 

意向調査は、総論の評価になります。総論に対する回答なので、年代別

に考えていきたいと思っております。特に２０代から５０代を対象とし

た場合はどのような結果になるのか。高齢者の方の考え方はどうなのか。

１９歳以下の考えはどうなのか。お子さまがいる世帯とお子さまがいな

い世帯の回答はどのような違いが表れるのか。立田地区に関して言うと、
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（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立田南部小学校区と立田北部小学校区の回答の違いは、どのようになる

のか。というようなことについては、現在分析を進めているところです。

また、詳細なものが出来ました暁には、教育委員会でご説明をさせてい

ただきたいと考えております。今年度５月から学校の適正化に関して地

域住民の皆様方に周知がうまくなされていないというご意見を多く頂戴

していることを踏まえて、毎月回覧、また保護者の皆様方には学校を経

由してお知らせをお渡しさせていただいているところです。基本計画の

施策案が確定すれば終わりという考え方ではなく、今後どのような取り

組み方をしていくのか、この施策案を進めるにあたってどのような取り

組み方をしていくのかということについても、これまで通り地域住民の

皆様方にお知らせをしてまいりたいと考えておりますことを報告させて

いただきます。 

 

意向調査の八開地区の問８と問９に関して、適正化については、誰もが

賛成することだと思います。ただ適正化できない現状を、分かっている

からこういう数字になってきていると思います。その中で問９の賛成は、

苦渋の選択で選ばれた４１％なのかなと思います。あと、自分なりにそ

の他の意見をまとめさせていただきますと、まず１つは、通学の安全確

保等、スクールバスなどの対策への期待がかなり多かったと思います。

２つ目としてこれまでの進め方について、現在、広報等しっかり頑張っ

ているのですが、地域住民の声を聞いていないという意見、それから最

初に出した立田と八開の学校統合の方針変更に関わる意見、統合校の場

所、学校区の決め方に対する意見があります。３点目としましては、学

校がなくなることの影響があると思いますが、若い人が住まなくなり、

地域の過疎化がより一段と進むという不安、防災拠点もそうですし、地

域のコミュニティの問題もあると思います。それから４点目になるとま

ち作りの視点から見た少子化対策の課題、それから廃校にする学校施設

の活用等々、特に立田地区八開地区それぞれのまち作りに関わる内容が

多くあると思いました。そういうことを考えていくと、学校の統廃合の

問題は市の行政が一体になって取り組む問題なのではないかと、皆様お

っしゃっているのかなと思います。まち作りの核としての学校の位置づ

けを今後、今一度説明する必要があると思います。また、方向は示して

いただいておりますので、今後に向けての施策を実現するための財政上

の課題への対応も行っていくべきだと思います。さらに、今行っている

適正化と老朽化対策の狙いが財政的な課題の解決ではなく、あくまでも

よりよい教育環境を整えていく目的であるという点を分かっていただけ

る進め方を考えていく必要があるのかなということをたくさんの意見を
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【教育長】 

 

 

（委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（教育部長） 

 

 

 

 

読ませていただいて思いました。 

 

適正化に関する取り組みに対しては、本市における財政上の課題を克服

するためではなく、あくまでも児童生徒の教育環境を改善するためであ

り、これまでも議会や市民の皆様方に周知を図ってまいりました。学校

がなくなることに対して、地域の過疎化に関しての意見について、よく

目にしますけれども、その点を十分踏まえた上でも、教育委員会として

考えるべきは、児童生徒のよりよい教育環境を整備することであるとい

う観点から、学校適正化について取り組みをさせていただいているとこ

ろでございます。あと地域住民の声を聞かないということに関してもや

はり多くの意見をいただきます。その点を踏まえて、座談会を開催し、

また、意向調査を実施しました。ただ意向調査の実施、座談会の参加人

数を考えると、想定するよりもご参加いただけないことに関して、中々

苦しいところではございます。安全な通学路、スクールバス、生徒の交

流に関しては、市民の皆様方に早期に明示し、ご理解を賜るように進め

てまいりたいと考えております。 

 

では、続きまして、具体的施策についてご意見ご質問等いただければと

思います。 

 

施策の１～４ですが、施策１で佐屋小学校の老朽化対策を実施するとい

うものがありまして、施策２、３、４につきましては、新たな中学校を

配置する、新たな小学校を配置するという表現になっていますが、新た

な中学校を配置するの「配置する」のところに、老朽化対策は含まれて

いるというふうに解釈をしてもよろしいのでしょうか。例えば、施策２

で言いますと、佐屋中学校の老朽化対策を行って、立田中学校と統合す

るというように解釈してよろしいのでしょうか。施策１との整合性でど

うなのだろうかということを思いました。また、施策４の立田地区の二

つの小学校に絡んで、八開地区の二つの小学校の規模適正化の大きい問

題がありますので、そのあたりもここには全く示されてないですが、常

に注意を払っていただきたいと願っております。 

 

佐屋小学校の老朽化につきましては、先ほどもご説明させていただきま

したけれども、老朽化対策検討委員会からの校舎における評価につきま

しては、最も深刻な老朽化の状態とされているのは佐屋小学校、佐屋中

学校、立田南部小学校、立田北部小学校、立田中学校の５校でした。施

策２、３、４については、老朽化対策も含めるのかという問題に関しま
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（委員） 

 

（教育部長） 

 

【教育長】 

 

 

（委員） 

 

 

 

【教育長】 

 

（委員） 

 

 

【教育長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育長】 

して、新聞報道では統合という表現を使われていますけれども、地域の

皆さんにご説明させていただく際には、立田中学校が佐屋中学校に統合

するのではなくて、新たに中学校名も、校歌も、校章も、全て新しいも

のを作ると考えております。学校名そのものも変更したいと考えており

ますし、校歌も生徒手帳も全て、全く新しいものを作るという考え方で

す。特に校舎については、深刻な老朽化状態になっているという点を踏

まえて、施策をお認めいただいた際には、市長部局との協議にもよりま

すけれども、各校舎の健全度調査を実施させていただいて、改築もしく

は大改修を行った校舎で、生徒の皆さんに授業を受けていただくという

考えを持っております。 

 

「新たな」の部分に含まれているということですね。 

 

そうです。 

 

計画期間について、令和６年度から１３年度に変更するという提案がな

されましたけれども、この点についてはいかがでしょうか。 

 

当初は令和５年度からスタートできるのが一番理想的であったのですけ

れども、今後様々な協議事項が出てくると思いますし、周知しながら丁

寧に進めていくためには、やはり時間が必要だと思います。 

 

委員の皆様、よろしいでしょうか。 

 

良いですが、なるべくスピードを上げてお願いしたいと思います。今で

も遅いと思いますので。 

 

今回のご意見の中に早く進めて欲しいという声もありましたので、全力

を挙げて進めていきたいと思っておりますが、十分な準備をしなくては

いけないということもありますので、十分思いをかけて丁寧に進めてい

きたいと思います。また、ご支援をお願いしたいと思います。 

それでは（１）の議事につきまして承認ということにさせていただきま

すがよろしいでしょうか。 

 

≪全委員異議なし≫ 

 

それでは（２）その他に移りたいと思います。 
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【教育長】 

 

（教育部長） 

 

 

 

 

（教育部長） 

 

（２）その他については事務局として、特段持ち合わせておりません。 

 

はい。それでは、議事は終了とさせていただきたいと思います。 

 

では本日も様々なご協議いただきまして誠にありがとうございました。

これをもちまして第 3 回臨時教育委員会を終了させていただきます。あ

りがとうございました。 

 

５．閉会 

閉会宣言する。 

 


